
○見附市有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業補助金交付要綱 

令和４年５月１２日 

告示第６８号 

（趣旨） 

第１条 本市は、有害鳥獣による被害を防止するため、狩猟免許等の取得等をする

者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、

見附市補助金等交付規則（昭和３４年見附市規則第５号）に定めるもののほか、

この要綱の定めるところによる。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、別表に

定めるとおりとする。 

（補助対象経費） 

第３条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表

に定めるとおりとする。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。 

（交付申請及び実績報告） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、見附市

有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業補助金交付申請書兼実績報告書（別記第１号

様式）及び誓約書（別記第２号様式）に別表に掲げる書類を添えて、市長に提出

しなければならない。 

（交付決定及び交付額の確定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当

と認めたときは、見附市有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業補助金交付決定通知

書兼交付額の確定通知書（別記第３号様式）により、当該申請者に通知するもの

とする。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 



この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（令和７年告示第１１１号） 

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市有害鳥獣捕獲の担い手緊急確

保事業補助金交付要綱の規定は、令和７年４月１日から適用する。 

別表（第２条、第３条、第４条、第５条関係） 

補助事業

の内容 

補助対象者 補助対象経費 補助金の額 交付申請及び実績報告

に必要な書類 

１ 第一

種銃猟

免許の

新規取

得 

新規に第一種

銃猟免許を取

得した者で、市

が行う有害鳥

獣捕獲業務に

率先して、か

つ、継続して従

事すると見込

まれる者 

・健康診断料 補助対象経

費実費相当

額（ただし、

１の免許取

得、２の許可

及び３の登

録に係る補

助金の総額

は、５４，０

００円を上

限とする。） 

（１） 対象となる免

許又は許可に係る受

験票、許可申請書等

の写し 

（２） 対象となる免

許又は許可を取得

し、又は受けたこと

を証する免状又は許

可証の写し 

（３） 対象となる免

許又は許可を取得

し、又は受けるに当

たり要した補助対象

経費の金額を証する

領収書等 

（４） 健康診断を受

けた際の診断書の写

し 

２ 猟銃

の所持

の許可

の新規

取得 

新規に猟銃の

所持の許可を

取得した者で、

市が行う有害

鳥獣捕獲業務

に率先して、か

つ、継続して従

事すると見込

まれる者 

・健康診断料 

・所持の許可の

取得のための

講習料 

３ 狩猟

者の新

規登録 

新規に狩猟者

の当路を行っ

た者で、市が行

う有害鳥獣捕

・ハンター保険

料 



獲業務に率先

して、かつ、継

続して従事す

ると見込まれ

る者 

４ わな

猟免許

の新規

取得 

新規にわな猟

免許を取得し

た者で、市が行

う有害鳥獣捕

獲業務に率先

して、かつ、継

続して従事す

ると見込まれ

る者 

・健康診断料 

・免許取得のた

めの試験等の

申請料 

・ハンター保険

料 

補助対象経

費実費相当

額（ただし、

補助金の総

額は１０，０

００円を上

限とする。 

１ 「第一種銃猟免許」は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法

律（平成１４年法律第８８号）第３９条第２項に定める第一種猟銃免許とする。 

２ 「猟銃の所持の許可」は、銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号。

以下「銃刀法」という。）第４条第１項に定める許可とする。 

３ 「ライフル銃」は銃刀法第５条の２第４項に定めるライフル銃とする。 

４ 補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 



 



 



 



 


